
 

★この回覧「まちだより」と「広報はこね」は町のホームページにも掲載しています。 

☆箱根町公式 LINE で発行をお知らせしています。友だちの追加で情報を受け取れます。 

★「広報はこね」が届いていない方は、役場、出張所、出先機関などに置いてあります。 

（発行／箱根町役場 〒250-0398 箱根町湯本256番地） 
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休日でなければ窓口に来られない方のために、次のとおり窓口を開設します。  

 

開設日時 

3 月 ３０日（日） 8：３０～１7：１５ 

4 月 ５日（土） 8：３０～１7：１５ 

 

【場  所】 役場本庁舎２階 町民課窓口  

 

【取扱業務】  

（1）マイナンバーカードの申請・受け取り  

（2）電子証明書の更新・発行など  

（3）転入、転出などの住民異動届および証明書の発行  

（4）印鑑登録および証明書の発行  

（5）戸籍証明書の発行  

 

いずれの手続きも本人確認書類が必要です。  

ご不明な点等につきましては、事前に問い合わせてください。  

 

照会先 町民課窓口係 電話（85）7160 

 

【再周知】 

休日窓口開設 

住民異動、マイナンバーカードなどの手続きができます！ 



 

月 日  

サイン  

★ 読み終わったらすぐ次の方へ回覧しましょう。 
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社会教育センターでは、「新しいことをはじめてみたい！」という方向けに、定期利用団体

のみなさんのご協力のもと、“プチ体験”教室を開催しています。今回はハワイの伝統舞踊、

フラダンス教室を開催します。 

現在、キッズは３歳から、大人の方は 70 代と、幅広い年代の方がフラを楽しんでいます。

「まず、楽しむこと！」を目標にフラを体験してみませんか？気軽に参加してください。 

 

【日時】  4 月 4 日（金） 

①大人の部   13 時 30 分～15 時 

②キッズの部 16 時～17 時 

【場所】  社会教育センター 軽スポーツ室 

【対象】  女性の方 

【定員】  15 人程度（申込順） 

【指導者】 ①定期利用団体「フラ アオ ラニ」のみなさん 

②定期利用団体「フラ アオ ラニ（キッズ）」のみなさん 

【服装】  体を動かしやすい服装（ジーパン不可） 

運動靴は不要です 

【持ち物】 飲み物・タオル・筆記用具 

【申込期限】4 月 1 日（火） 

【申込方法】電話、もしくは社会教育センター窓口にて受付けます。 

       ※ 月曜日は休館日です。 

【その他】 「キッズの部」は、保護者の方も一緒に体験することができます。 

【照会先】 社会教育センター （82）2694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “プチ体験 フラダンス体験教室”を開催します 
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ごみ出しのルールを守りましょう！ 
 

近頃、『ごみがきちんと分別されていない』『ごみステーションが荒れている』などとい

ったお声が多く寄せられています。  

清潔で気持ちの良い環境を保つために、ひとりひとりがごみ出しのルール・マナーを守

っていただきますようお願いします。  

   正しく分別しましょう  

燃せるごみは町指定のごみ袋を利用してください。  

資源ごみは必ず分別しましょう。  

   決められた収集日・場所に出してください 

燃せるごみステーションと分別ごみステーションがあります。  
品目ごとに収集日に合わせて、正しい場所に出してください。  

   前日（夜間）にごみを出さないでください 

イノシシやカラスに荒らされてしまいます。  
収集日当日の朝、８時３０分までに出してください。  

 

！各地域の収集日程や分別方法の詳細についての確認方法！ 

町ホームページ 

【最新】2025 年度版ごみ収集カレンダー        

資源とごみの分け方出し方ガイド 
 

 

◇カレンダーおよび出し方ガイドについては、環境課、各出張所、環境センターの窓口

にて配布しています。  

◆英語版も用意していますので、必要な方はお気軽にお尋ねください。  

 

照会先 環境センター（83）6596 

１ 

３ 

２ 
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家庭で使わなくなった品物などを、ごみに出す前に「不用品交換情報」

に登録しませんか。他に必要としている方に、有料または無料で譲ること

ができます。  

また、同時に譲ってほしいものの情報登録も受け付けています。  

 

 

番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

1398 五月人形  高さ５０cm ケース入り  普通 無料 

1400 冷蔵庫 

高 167 ㎝×奥 63 ㎝×幅 54.5 ㎝  

白色、230L、２ドア  

購入から１年未満  

良い 有料 

 

 

※ 状態は新品・良い・普通・多少傷ありの 4 段階で表しています。  

※ 掲載期間は登録日から 6 か月間です。  

※ 本情報は、町内在住者、在勤者に有効となります。  

※ 希望の品物が見つかったら、登録者の連絡先を知らせますので、環境課まで連絡

してください。その後の引き取り方法などの交渉は当事者間で行ってください。  

※ 問題が生じた場合は、当事者間の話し合いなどにより解決してください。  

※ 品物の写真を下記アドレスまで送付していただいた場合、一緒に掲載します。より

品物の状態がわかるのでおすすめです。  

※ この情報はまちだより発行日と同日に町ホームページにも掲載しています。不用品

交換が成立すると随時更新するので、ホームページも併せて確認してください。  

申込・照会先 環境課環境政策係 電話（85）9565 

      e-mail:web_kankyou@town.hakone.kanagawa.jp 

 

 

番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

2144 
猫用品 

(猫ボランティアで使用) 

ケージ、シート、  

フード等  
普通 無料 

2146 
麻雀牌 

こたつ（麻雀用天板）  
指定なし  普通 無料 

不用品交換情報 

（２月 21 日現在） 

譲ります！ 

譲ります 
 
 
 

譲ってください!! 
 
 
！ 

譲ってください 
 
 
 


